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保護者の皆様

東郷町教育委員会教育長 中根 一郎

東郷町立東郷中学校長 名倉 健

始業式以降の学校生活について

春暖の候、保護者の皆様には、東郷町内の小中学校の教育活動にご理解とご協力をいただ

き感謝しております。

さて、本日の始業式より令和２年度の学校生活が始まりました。国から３月２４日（火）

に「新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン」が通知されました。通知

にあるように「換気の悪い密閉空間」「多くの人が密集」「近距離（密接）での会話や発声」

の３条件が同時に重ならないよう十分配慮し、児童生徒が安心して学校生活を送れるように

努めてまいります。感染症対策に万全を期すためには、学校だけではなく保護者の皆様のご

協力も必要となります。

つきましては、本町では、始業式以降の学校生活について、下記の通り対応させていただ

きますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

記

１ 毎朝の検温（健康チェック）について

・ 本日、お子さまを通じて配付した「健康チェックカード」に、登校前の検温の結果及びかぜ

症状等の有無について記入し、毎日学校へ持参させてください。発熱(目安として３７℃以上ま

たは平熱より高い)や咳、頭痛、だるさなどの症状がみられる場合は、登校を控えてください。

２ マスクの着用について

・ 可能な限りマスクの着用についてご協力をお願いいたします。

・ 文部科学省のホームぺージに掲載されている「マスクの作り方」について、裏面に記載して

ありますので、ぜひご覧ください。

３ 発熱時等の対応について

⑴ 登校前

・ 発熱等のかぜ様症状で欠席する場合は、「出席停止」扱いとさせていただきます。

・ 症状がなくても、感染を心配して欠席する場合は、学校に必ずご連絡ください。その際は

「出席停止」扱いとします。

⑵ 登校後

・ 体調不良が見られる場合は、保護者の方にお迎えをお願いします。

４ ３月の学習内容について

・ ３月の学習内容については、４月中に学習する予定です。教科書の復習部分については、家

庭学習等になる部分もありますので、ご協力よろしくお願いします。

５ 部活動について

・ 小学校においては、４月中は活動を行いません。５月以降については、今後検討します。

・ 中学校においては、感染予防対策を講じた上で４月１４日（火）から活動可とします。今後

の状況によっては、活動を自粛することもありますのでご理解ください。
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６ 感染者が出た場合の対応について

⑴ 在校生及び教職員の場合

・ 原則として、感染者が判明次第、少なくとも３日間の臨時休業とします。なお、この期間

中は校舎内の消毒を行います。学校の再開日や延期期間については瀬戸保健所と相談の上決

定させていただきます。

⑵ 在校生及び教職員の家族の場合

・ 感染された方と最後に濃厚接触した日から２週間、出席停止とします。

【連絡先：教頭 若山 TEL 0561-39-0152】


